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1947年
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（昭
しょう

和
わ

22年）　日
に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

の施
し

行
こう

第
だい

14条
じょう

【すべて国
こく

民
みん

は、法の下
もと

に平
びょうどう

等であつて、人
じん

種
しゅ

、信
しんじょう

条、性
せい

別
べつ

、社
しゃ

会
かい

的
てき

身
み

分
ぶん

又
また

は門
もん

地
ち

に
より、 政

せい
治
じ

的
てき

、経
けい

済
ざい

的又は社会的関
かん

係
けい

において、差別されない】
※条文

ぶんちゅう
中の「社会的身分」は部落差別を意

い
味
み

する。

1969年（昭和44年）　同
どう

和
わ

対
たい

策
さく

事
じぎょう

業特
とく

別
べつ

措
そ

置
ち

法
ほう

（特措法）の施行
部落差別の実

じっ
態
たい

を指
し

摘
てき

し、その解消が国
くに

の責
せき

務
む

であるとした1965年（昭和40年）の同和対
策審

しん
議
ぎ

会
かい

答
とう

申
しん

を受
う

け、環
かんきょう

境改
かい

善
ぜん

を目
もく

的
てき

としたインフラ整
せい

備
び

や教
きょういく

育保
ほしょう

障、生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

等
とう

の事業を
実
じっ

施
し

。

1995年（平
へい

成
せい

7年）　　小
おごおり

郡市
し

部落差別撤
てっ

廃
ぱい

・人
じん

権
けん

擁
よう

護
ご

に関
かん

する条
じょうれい

例の施行
部落差別の解消を目的に、人権侵

しん
害
がい

に関する相
そう

談
だん

体
たい

制
せい

の充
じゅうじつ

実や、同和教育や市
し

民
みん

啓
けい

発
はつ

を推
すい

進
しん

することを定
さだ

めた条例。

2000年（平成12年）　人権教育及
およ

び人権啓発の推進に関する法
ほう

律
りつ

の施行
国及び地

ち
方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

に対
たい

し、人権教育・人権啓発に関する責務を定め、国民に対しては、人
権尊

そん
重
ちょう

社会の実
じつ

現
げん

に寄
き

与
よ

するよう努
つと

めることを定めた法律。

2016年（平成28年）　部落差別の解消の推進に関する法律の施行
歴
れき

史
し

上
じょう

初
はじ

めて「部落差別」という文
もん

言
ごん

を使
し

用
よう

した法律。現
げん

在
ざい

もなお部落差別が続
つづ

いているこ
とや差別の実

じっ
態
たい

がインターネット上に広
ひろ

がりつつあることを明
めい

記
き

し、国と地方公共団体に対
し、部落差別解消の責

せき
任
にん

を負
お

っていることを明
めい

文
ぶん

化
か

した法律。

　ＳＮＳが普
ふきゅう

及し、誰
だれ

もが多
おお

くの人
ひと

とつながることができるようになった反
はん

面
めん

、目
め

を覆
おお

いたく
なるような誹

ひ
謗
ぼう

中
ちゅうしょう

傷やデマがネット上に書
か

き込
こ

まれるようになりました。実
じっ

際
さい

に、一
いっ

方
ぽう

的
てき

な誹
謗中傷により自

じ
殺
さつ

に追
お

い込まれる事
じ

件
けん

も起
お

きています。このような現
げんじょう

状に対し、国は2022年7
月、ネット上の誹謗中傷やデマを抑

よく
止
し

するため、侮
ぶじょく

辱罪
ざい

の厳
げん

罰
ばつ

化
か

を行
おこな

いました。
　しかし現在でも、差別的な書き込みやヘイトスピーチ等、差別そのものを禁止する法律は存

そん

在
ざい

しません。この理
り

由
ゆう

は、差別かどうかの基
きじゅん

準を明
めい

確
かく

化
か

することが困
こん

難
なん

であることや、憲法で
保
ほしょう

障されている「表
ひょうげん

現の自
じ

由
ゆう

」を侵
おか

しかねない、などの理由が挙
あ

げられています。ところが、
海
かい

外
がい

では欧
おうしゅう

州をはじめ、様
さま

々
ざま

な国で性
せい

差別や障
しょう

がい者
しゃ

差別、ヘイトスピーチなどを禁止する法
律が制定されています。差別の現

げん
実
じつ

に対し、きちんと向
む

き合
あ

うか、その姿
し

勢
せい

が問
と

われています。
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史
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定
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